
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
一

改
正
前
欄

終
り
か
ら二
拳
筋
前
転
法

挙
筋
前
転
法

令和年月日 火曜日 第号官 報
基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
七
年
九
月
二
十
五
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
前
十
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

そ
の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
百
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ

り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公

告
し
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
九
日

広
島
県
東
広
島
市
西
条
中
央
三
丁
目
一
七
番
三
〇
号

ア
ケ
タ
有
限
会
社

代
表
取
締
役

明
田

祥
吾

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
二
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
九
日

三
重
県
津
市
大
里
野
田
町
一
六
二
七
番
地

株
式
会
社
三
重
ヒ
ヨ
コ

代
表
取
締
役

森

康
一

株
式
併
合
に
つ
き
株
券
提
出
公
告

当
社
は
、
株
式
二
一
・
五
株
を
一
株
に
併
合
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、

株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
当

社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
一
一
番
一
号
山

王
パ
ー
ク
タ
ワ
ー
三
階

デ
ィ
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
セ
ン
タ
ー
・
ジ
ャ

パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ポ
ー
ル
・
ダ
ニ
エ
ル
・
サ
ル

ニ
コ
フ

株
式
交
換
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
Ａ
ｊ
ｉ
ｒ
ｏ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
を
完

全
親
会
社
と
す
る
株
式
交
換
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日

で
あ
る
令
和
七
年
十
月
十
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ

い
。令

和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
三
丁
目
二
七
番
四
号

株
式
会
社
Ｇ
ｉ
ｎ
ｃ
ｏ

代
表
取
締
役

梶

夢
佑
斗

資
本
金
、
資
本
準
備
金
及
び
利
益
準
備
金
の
額
の
減
少
公

告
当
社
の
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
及
び
第
二
種
金
融
商

品
取
引
業
の
廃
止
を
条
件
に
、
当
社
は
、
資
本
金
の
額
を

三
百
九
十
億
五
千
万
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
十
億
六

百
六
十
八
万
九
千
六
百
十
九
円
、
利
益
準
備
金
の
額
を
十

二
億
五
千
五
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

掲
載
頁

三
頁

ま
た
、
当
社
の
商
号
は
当
社
の
第
一
種
金
融
商
品
取
引

業
及
び
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
の
廃
止
を
条
件
に
、
ク

レ
デ
ィ
・
ス
イ
ス
株
式
会
社
へ
変
更
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。令

和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
三
丁
目
一
番
一
号

ク
レ
デ
ィ
・
ス
イ
ス
証
券
株
式
会
社

代
表
取
締
役

連
ユ
ー
ジ
ン

株
式
交
換
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
株
式
会
社
Ｇ
ｉ
ｎ
ｃ
ｏ
（
乙
、
住
所

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
三
丁
目
二
七
番
四
号
）
を
完
全
子

会
社
と
す
る
株
式
交
換
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
株
式
交
換
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
両
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

掲
載
頁

一
三
三
頁
（
号
外
第
一
一
七
号
）

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
三
丁
目
二
七
番
四
号

株
式
会
社
Ａ
ｊ
ｉ
ｒ
ｏ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

代
表
取
締
役

梶

夢
佑
斗

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
億
一
千
二
百
六
十
万

円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001282/3i8y

/

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ｅ
Ｓ
Ｒ

Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ

Ｔ
Ｍ
Ｋ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
千
七
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001432/2w

9j/

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ｅ
Ｓ
Ｒ

Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ

Ｔ
Ｍ
Ｋ
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

令
和
七
年
二
月
二
十
日
（
号
外
第
三
十
四
号
）
厚
生
労

働
省
告
示
第
三
十
一
号
（
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示
）

訂
正
公
告

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
（
号
外
第
一
九
六
号
）
掲
載

の
解
散
公
告
中
、「
令
和
七
年
八
月
一
日
」
と
あ
る
は
「
令

和
七
年
七
月
三
十
一
日
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七
号

Ｕ
Ｉ

Ｋ
ｏ
ｎ
ａ
ｎ

Ｋ
ａ
ｎ
ｓ
ａ
ｉ
特
定
目

的
会
社

代
表
清
算
人

金
谷

正
文

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
五
千
四
百
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日

掲
載
頁

八
十
八
頁
（
号
外
第
九
十
号
）

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
中
央
区
新
富
一
丁
目
一
五
番
三
号
ジ
パ
ン

グ
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
内

S
tra
its
H
im
a
w
a
ri
T
M
K
T
w
o 特
定
目
的
会
社

取
締
役

横
倉

弘
和

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
四
千
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日

掲
載
頁

八
十
八
頁
（
号
外
第
九
十
号
）

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
中
央
区
新
富
一
丁
目
一
五
番
三
号
ジ
パ
ン

グ
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
内

S
tra
its
H
im
a
w
a
ri
T
M
K
O
n
e 特
定
目
的
会
社

取
締
役

横
倉

弘
和


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